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令和４年第８回平川市教育委員会会議録（概要） 

 

 

 

１ 開催日時   令和４年８月２３日（火）午後１時３０分 

 

２ 閉会日時   令和４年８月２３日（火）午後２時１４分 

 

３ 場 所   平川市尾上分庁舎 委員会室  

 

４ 出 席 者   （教 育 長）須々田孝聖 

（１番委員）工藤泰子（２番委員）加藤恒有 

（３番委員）中嶋静賢（４番委員）葛西万博 

（５番委員）工藤甚三  

       

５ 欠 席 者   なし 

 

６ 署 名 者   （１番委員）工藤泰子（４番委員）葛西万博 

  

７ 説 明 者   一戸事務局長、田中学校教育課長、工藤指導課長、 

後藤生涯学習課長、髙阪スポーツ課長兼学校給食センター所長 

 

８ 会議録作成者 葛西学校教育課長補佐、佐々木学校教育課主事 

 

９ 議事 

（１）議案第２１号 平川市教育委員会事務局の組織等に関する規則の一部を改正

する規則案について 

 

１０ 各課からの報告 

（１）日程等 

（２）平川市教育委員会文書取扱い及び職員の服務規程の一部を改正する訓令につ

いて 

（３）その他 

  

１１ 会議の大要 

午後１時３０分に教育長が開会を宣言する。会期を１日とし、会議記録署名
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委員を前項６のとおり指名する。議案１件を審議した。 

 

 

１２ 会議の状況 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

生涯学習課長 

 

 

 

 

これより令和４年第８回平川市教育委員会を開会いたします。 

案件の説明者は教育委員会事務局長、及び各課長にお願いしま

す。 

会議録記録者には学校教育課の葛西補佐、佐々木主事にお願い

します。 

委員及び説明者は、発言する際には挙手の上、議長の許可を得

てから発言されますようお願いいたします。 

日程第２、会議録署名委員の決定について議題とします。 

会議規則第２３条に基づき、本委員会の会議録署名者は、１番

工藤泰子委員、４番葛西委員を指名します。 

日程第３、会期の決定について議題とします。本定例会の会期

は、本日１日としたいと思いますが、これにご異議ありません

か。 

（異議なし） 

異議なしと認め、本定例会の会期は、本日１日と決しました。 

日程第４、教育長報告に入ります。 

（教育長報告の要旨を説明） 

教育長報告について、質問等ありませんか。（一同なし）それ

では次に、日程第５、議事に入ります。今回は議案が１件とな

っております。議案第２１号 平川市教育委員会事務局の組織

等に関する規則の一部を改正する規則案について議題としま

す。事務局長に提案理由と案件の説明を求めます。 

 

（議案第２１号 平川市教育委員会事務局の組織等に関する規

則の一部を改正する規則案について説明。）詳細は、生涯学習

課長より説明させます。 

 

規則の中で各係の事務分掌を記載しておりますが、今年度４月

１日から生涯学習課が社会教育係と文化財係から社会教育係の

みになりましたので、文化財係の名称と事務分担を削除したも

のであります。郷土資料館の事務分担として残る形となりま

す。４月１日から遡及して適応となります。 
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教育長 

 

中嶋委員 

 

 

 

生涯学習課長 

 

教育長 

 

 

 

 

 

中嶋委員 

 

 

 

指導課長 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

工藤（甚）委員 

 

 

 

議案第２１号について質問等ありませんか。 

 

質問ではないのですが、資料３ページの「第３条の表中生涯学

習課の部文化財係の項を削る。」とありますがこの「部」の文

字は必要でしょうか。 

 

規則改正のルールとして必要なものであります。 

 

他にありませんか。（一同なし）。ないようですので、議案第

２１号については、原案どおり承認することとします。次に、

日程６、各課からの報告に入ります。まずは、学校教育課の報

告について質問ありませんか。（一同なし）ないようですの

で、次に、指導課の報告について質問ありませんか。 

 

８月１０日の開催予定であった津軽南地区教科用図書採択協議

会が中止となったそうですが説明や了承を得るべき内容があれ

ばお知らせください。 

 

今年度の教科書採択はなく、来年度からの事業内容を吟味する

という予定でした。来年度は令和６年度から使用する予定の小

学校の教科用図書の採択について協議していくものであり、ま

だどういう教科書があるのかなどは決定されていないので、こ

れから決まっていった段階での報告ということで考えておりま

す。今後の予定としては、来年度小学校の教科用図書採択、そ

の次の年度に中学校の教科用図書採択となっております。 

 

他に何かありませんか。（一同なし）ないようですので、次

に、生涯学習課、図書館からの報告について質問ありません

か。（一同なし）ないようですので、次に、スポーツ課の報告

について質問ありませんか。ないようですので、次に、学校給

食センターの報告について質問ありませんか。 

 

ひらかわフェスタ２０２２で販売するカレーを給食センターで 

調理するとのことですが、これまで学校給食以外でセンターを

貸したことはありますか。衛生面等運営上、問題はないのでし
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給食センター

所長 

 

 

教育長 

 

 

 

 

生涯学習課長 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

中嶋委員 

 

 

 

 

 

生涯学習課長 

 

 

 

 

 

工藤（甚）委員 

 

ょうか。 

 

運営上問題はありません。カレーの販売にあたって、保健所の

営業許可を得なければなりませんが過去に取得しており、本年

更新の手続きをとっているため、問題ありません。 

 

他に何かありませんか。（一同なし）ないようですので、各課

からの日程報告について終わります。次に、（２）平川市教育

委員文書取扱い及び職員の服務規程の一部を改正する訓令につ

いて、生涯学習課長から説明をお願いします。 

 

平川市教育委員文書取扱い及び職員の服務規程の一部を改正す

る訓令についてですが、令和４年１０月１１日から新庁舎が稼

働します。それに伴い、生涯学習課の職員が文化センターから

本庁舎勤務へと変わります。これまで週休日を「日曜日、月曜

日」としていたものを、本庁舎に勤務する生涯学習課の職員に

ついて「土曜日、日曜日」に変更するためです。 

 

ただいまの説明した内容について質問ありませんか。（一同な

し。）次に、（３）その他に入ります、教育委員含めまして皆

様から何かありませんか。 

 

芸術鑑賞教室について、新型コロナウイルス感染症等により鑑

賞したかったのにできなかった児童生徒もいると思います。そ

ういう子たちには早く良くなってもらい、鑑賞できた子たちに

は「芸術鑑賞よかった」という感動を味わってほしいと思いま

す。 

 

芸術鑑賞教室の際、生涯学習課でも感染症対策をしっかりと講

じたいと思っております。実際、学校から「本当に開催するの

か」という心配の声も届いております。トイレ休憩の際は職員

がついて騒がないように、密にならないように公民館側のトイ

レも開放して対応したいと思っております。 

 

大光寺新城跡地の発掘調査ですが完全に終了し、土地を貸すこ

とが障害になることはないですか。 
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生涯学習課長 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

発掘、調査し埋め戻せばそのあと開発できるというのが前提に

ございます。しっかり調査し埋め戻しておりますので心配あり

ません。 

 

他にありませんか。（一同なし）ないようですので、本日の案

件はすべて終了となります。 

９月の定例会についてお知らせします。９月の定例会は、９月

２７日午後１時３０分からこの場所で開催することとします。 

 


